
 

 

令和３年度第４回和歌山県最低賃金専門部会議事要旨 

 

 

１ 開催日時 令和３年８月５日（木）午前９時５分～10時30分 

 

２ 開催場所 和歌山労働局６階会議室 

 

３ 出席者  公益を代表する委員   ３名 

労働者を代表する委員  ３名 

使用者を代表する委員  ３名 

 

４ 議題 

（１）金額審議について 

（２）その他 

 

５ 議事内容 

（１）事務局から他県の結審状況について説明を行った。 

（２）前回に引き続き、労使から金額提示後、歩み寄りに向けた公労、公使

の個別協議を行ったが、意見一致に至らなかった。 

（３）公益代表委員から、28円引き上げて859円とする旨の提案がなされ、

採決の結果、同案を専門部会報告として本審に提出することが決議さ

れた。 

 

以上 



㊢ 
令和３年８月５日 

 

和歌山地方最低賃金審議会 

      会長 冨山 信彦  殿 

 

                       和歌山地方最低賃金審議会 

                       和歌山県最低賃金専門部会 

                           部会長 冨山 信彦 

 

和歌山県最低賃金の改正決定に関する報告書 

 

 当専門部会は、令和３年６月 24 日、和歌山地方最低賃金審議会において付託された和

歌山県最低賃金の改正決定について、慎重に調査審議を重ねた結果、別紙１のとおりの結

論に達したので報告する。 

 また、別紙２のとおり平成 20 年８月６日付け中央最低賃金審議会の「平成 20 年度地域

別最低賃金額改定の目安について（答申）」の考え方に基づき最新のデータにより比較し

たところ、令和元年 10 月１日発効の和歌山県最低賃金（時間額 830 円）は、令和元年度

の和歌山県の生活保護水準を下回っていなかったことを申し添える。 

 なお、今回の答申に当たっては、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、和歌山県

最低賃金の改正が中小企業・小規模事業者に与える影響が大きくなっていることを踏ま

え、 

中小企業・小規模事業者の賃金支払に関し、公正な取引慣行の構築、関係法令遵守のた      

めの相談窓口の周知を図るよう関係機関が努めること 

中小企業・小規模事業者の経営力強化に関する取組が促進されるよう、国の支援措置の

改善及び拡充に努めること 

を公益代表委員の見解として要望する。 

 

 本件の審議に当たった専門部会の委員は下記のとおりである。 

               

記 

 

公益代表委員    岡 田 真理子     金 川 めぐみ  冨 山 信 彦 

 

労働者代表委員   北 道 剛 士     澤 井 知 博   濵 地  正 由 

 

 使用者代表委員   児 玉 征 也    原     康 雄   山 本 和 秀 

 

                                                          (五十音順) 



㊢ 
別 紙 １ 

 

和歌山県最低賃金を次のとおり改正決定すること。 

 

１ 適用する地域 

 

  和歌山県の区域 

 

２ 適用する使用者 

  

  前号の地域内で事業を営む使用者 

 

３ 適用する労働者 

 

  前号の使用者に使用される労働者 

 

４ 前号の労働者に係る最低賃金額 

 

  １時間８５９円 

 

５ この最低賃金において賃金に算入しないもの 

 

  精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 

 

６ 効力発生の日 

 

  法定どおり 
 
  



㊢ 
別 紙  ２ 

 

 

和歌山県最低賃金と生活保護との比較について 

 

１ 和歌山県最低賃金 

 (1) 件   名  和歌山県最低賃金 

 (2) 最低賃金額  時間給８３０円 

 (3) 発 効 日  令和元年１０月１日 

 

 

２ 生活保護水準者 

 (1) 比較対象者   

   １８～１９歳・単身世帯者 

 

 (2) 対象年度 

   令和元年度 

 

 (3) 生活保護水準（令和元年度） 

   生活扶助基準(第１類費＋第２類費＋期末一時扶助費)の和歌山県内人口加重  

平均に住宅扶助の実績額を加えた金額(９３，９２５円)。 

 

３ 生活保護に係る施策との整合性について 

上記１の(2)に掲げる金額の１箇月換算額(註)と上記２の(3)に掲げる金額と比較す

ると和歌山県最低賃金が下回っているとは認められなかった。 

 

(註)１箇月換算額 

  ８３０円(和歌山県最低賃金)×１７３．８(１箇月平均法定労働時間数) 

  ×０．８１７(可処分所得の総所得に対する比較※)＝１１７，８５６円 

 

  ※ 令和元年度の地域別最低賃金額の最低額７９０円で１７３．８時間働いた場合の

令和元年度の税・社会保険料を考慮した可処分所得の総所得に対する比率 

 


